
市
長
コ
ラ
ム
の

有効期限通知書に同封のカード交
付申請書（イメージ）

カードの更新に
ついてはこちら

外国人の有効期限の
延長についてはこちら

休日窓口と平日延長窓
口では、上記のマイナン
バーカードの更新や新
規作成、紛失などによる
再交付の申請はできま
せん。ご注意ください。

　

更
新
対
象
者
が
増
加
傾
向
の
た
め
、

更
新
後
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交

付
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
対
象
者
に

は
有
効
期
限
が
切
れ
る
約
３
カ
月
前
に

有
効
期
限
通
知
書
を
封
書
で
送
付
。
通

知
書
が
届
い
た
ら
同
封
の
チ
ラ
シ
を
確

認
し
、
早
め
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。
申
請
は
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
ほ

か
、
郵
送
や
窓
口
（
市
役
所
市
民
課
、

大
胡
・
宮
城
・
粕
川
・
富
士
見
支
所
な

ど
）で
も
で
き
ま
す
。
申
請
後
、
受
け

取
り
ま
で
に
２
カ
月
程
度
か
か
り
ま

す
。
新
し
い
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

準
備
が
で
き
次
第
、
市
役
所
か
ら
受
取

通
知
を
送
付
。
受
取
場
所
を
確
認
し
、

本
人
が
来
庁
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

　
市
役
所
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

休
日
窓
口
と
平
日
延
長
窓
口
を
開
設
し

ま
す
。

時
〈
休
日
窓
口
〉
３
月
９
日
㈰
８
時
30

分
〜
12
時
・
３
月
30
日
㈰
８
時
30
分
〜

17
時
15
分
〈
平
日
延
長
窓
口
〉
３
月
11

日
㈫
・
25
日
㈫
、
19
時
ま
で
（
混
雑
状

況
に
よ
り
受
付
時
間
内
で
も
締
め
切
る

場
合
が
あ
り
ま
す
）

持
〈
受
け
取
り
〉案
内
ハ
ガ
キ
、
通
知

カ
ー
ド
か
個
人
番
号
通
知
書
、
顔
写
真

付
き
の
本
人
確
認
書
類
（
な
い
人
は
健

康
保
険
証
や
年
金
手
帳
な
ど
２
点
）

〈
電
子
証
明
書
や
暗
証
番

号
手
続
き
な
ど
〉マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド

カ
ー
ド
交
付
時
に
更
新
前
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
が
な
い
場
合
は
手
数
料

１
，０
０
０
円
が
か
か
り
ま
す
。ま
た
、

外
国
人
で
在
留
期
間
の
定
め
が
あ
る
人

の
有
効
期
限
は
在
留
期
間
ま
で
。
有
効

期
限
通
知
書
は
届
き
ま
せ
ん
。
在
留
カ

ー
ド
の
更
新
後
に
有
効
期
限
延
長
の
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

対 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
発
行
か
ら

10
回
目
（
カ
ー
ド
申
請
時
に
未
成
年
の

人
は
５
回
目
）の
誕
生
日
を
迎
え
る
人 

●
カ
ー
ド
の
有
効
期
限
が
切
れ
た
場
合

　
本
人
確
認
書
類
と
し
て
の
利
用
や
各

種
証
明
書
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ

ス
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
へ
の
ロ
グ
イ

ン
、
健
康
保
険
証
の
利
用
、e-Tax

な

ど
の
電
子
申
請
も
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

通
知
が
届
い
た
ら

マ
イ
ナ
カ
ー
ド
の
更
新
は
お
早
め
に

マ
イ
ナ
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
は

休
日
や
延
長
窓
口
で

問 

市
民
課

　
☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
０
１

問 

市
民
課

　
☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
０
１

　３月・４月の住所異動窓口は大変混
雑します。右表のとおり、市民課窓口以
外でも手続きができます。本市ホーム
ページの混雑状況を確認し、
日にちや時間帯、場所の分散
化に協力をお願いします。
● 転出届はオンラインで
　転出届はマイナポータルからオンラ
インで届け出できます。詳し
くは二次元コードのホーム
ページをご覧ください。

事前予約が利用できます

　スマホやパソコンで市民課窓口の来庁日時を予約できま
す。住所変更や戸籍の手続きで予約をすると優先的に案内を
受けられます。

オンライン手続きなど利用して
市民課窓口の混雑緩和に協力を
問 市民課　 ☎０２７‐８９８‐６１０６ 市民課窓口以外で住所異動と戸籍届出ができる窓口

場所 日時 住所異動 戸籍届出
大胡・宮城・粕川・
富士見支所

平日
８時 30 分
〜 17 時 15 分

◯ ◯

城南支所 ◯
◯

（出生・死亡・婚姻・
転籍届出のみ）

上川淵・南橘・桂萱・
元総社・東市民サー
ビスセンター

◯ ×

元気 21 証明
サービスコーナー

平日
10 時
〜 17 時 15 分
土曜
10 時〜 18 時

◯（条件あり）
電話予約制

☎０２７ｰ２１０ｰ２２７９

×

詳しくはこちら

● 臨時窓口を開設
　３月30日㈰・４月６日㈰に臨時
窓口を開設。転入・転出などの住
所異動手続きや、国民健康保険の
手続きができます。
時 ８時30分〜17時15分
取り扱い業務など=右表のとおり

市役所臨時窓口の取り扱い業務
臨時窓口 取り扱い業務

市民課
☎０２７ｰ８９８ｰ６１０６

住所異動・戸籍受付（※）・印鑑登録申請・国民年金資格届
の受け付け、住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本
などの交付、マイナンバーカードの交付（本庁舎での受取
分に限る）・電子証明書の更新など

国民健康保険課
☎０２７ｰ８９８ｰ６２５０

国民健康保険資格確認書の交付手続き、国民健康保険資格・
高額療養費支給申請・減額認定証交付申請などの受け付け、
後期高齢者医療の届出・保険料納付の手続き、こども医療
費などの福祉医療費の支給申請の受け付けなど

※他市町村に確認が必要な届書は、預かりのみとなる場合があります。

　

市
長
に
就
任
し
て
１
年
が
経
ち

ま
し
た
。「
連
日
忙
し
そ
う
だ
ね
」

「
少
し
は
慣
れ
た
？
」
と
皆
さ
ん

か
ら
声
を
掛
け
て
い
た
だ
き
、
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
慣
れ
る

ど
こ
ろ
か
、
社
会
・
経
済
状
況
が

目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
毎
日

に
、
緊
張
感
や
責
任
の
重
さ
は
増

す
ば
か
り
で
す
が
、
市
民
の
皆
さ

ん
と
の
対
話
を
重
ね
な
が
ら
、
み

ん
な
で
前
橋
の
課
題
や
解
決
策
を

考
え
た
り
、一緒
に
ま
ち
づ
く
り
に

取
り
組
ん
だ
り
と
、
市
民
参
加
の

機
会
が
増
え
て
き
て
い
る
こ
と
を

と
て
も
心
強
く
感
じ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
皆
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い

た
意
見
や
ア
イ
デ
ア
は
、
本
市
の

政
策
や
計
画
に
取
り
入
れ
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
引
き
続
き
、

こ
ど
も
た
ち
の
笑
顔
が
あ
ふ
れ
、

す
べ
て
の
世
代
が
つ
な
が
っ
て
支

え
合
え
る
ま
ち
づ
く
り
に
み
ん
な

で
取
り
組
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
！

問 

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
１
７
５
５

屋
根
の
無
料
点
検
サ
ー
ビ
ス

質
問
＝
昨
日
、自
宅
に
来
た
業
者
か
ら
「
お

宅
の
屋
根
瓦
が
ず
れ
て
い
る
の
で
無
料
で

点
検
す
る
」と
言
わ
れ
頼
み
ま
し
た
。点
検

後
、
屋
根
の
画
像
を
見
せ
ら
れ
「
こ
の
ま

ま
だ
と
雨
漏
り
す
る
」と
修
理
を
勧
め
ら

れ
ま
し
た
。
１
５
０
万
円
の
契
約
を
し
ま

し
た
が
、
１
年
前
に
修
理
を
し
た
ば
か
り

で
必
要
な
修
理
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

回
答
＝
こ
れ
は
無
料
点
検
を
き
っ
か
け
に

不
安
を
あ
お
っ
て
契
約
を
迫
る
点
検
商
法

で
す
。「
今
な
ら
安
く
す
る
」と
契
約
を
急

か
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
必
要
が
な

い
と
思
わ
れ
る
修
理
を
次
々
と
勧
め
ら
れ

た
と
い
う
相
談
も
あ
り
ま
す
。
安
易
に
点

検
を
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
こ
の
場
合
は
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
で
き

ま
す
。突
然
来
た
業
者
の
話
を
う
の
み
に
せ

ず
、必
要
か
ど
う
か
よ
く
考
え
ま
し
ょ
う
。

消
費
者
の
豆
知
識

市民課　高野 柊人
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